
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
方
へ
高

齢
介
護
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の
交
付

　
要
介
護
等
認
定
者
が
老
人
福
祉
施

設
等
に
入
所
ま
た
は
短
期
入
所
す
る

場
合
の
食
費
お
よ
び
居
住
費
（
滞
在

費
）
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
要
件
に

よ
り
軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す

の
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
申
請
く
だ

さ
い
。

対
象

次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
方

①
住
民
票
上
の
世
帯
全
員
が
市
民
税

非
課
税
（
※
世
帯
を
分
け
て
い
る
場

合
で
も
、
別
世
帯
の
配
偶
者
が
課
税

さ
れ
て
い
る
場
合
は
該
当
と
な
り
ま

せ
ん
）
／
②
預
貯
金
等
（
有
価
証
券

等
を
含
み
ま
す
）
が
別
表
の
基
準
以

下
で
あ
る
こ
と
／
③
介
護
保
険
料
を

滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

申
請
方
法　
高
齢
介
護
課
ま
た
は
各

総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
へ
。

預
貯
金
等
の
状
況
を
確
認
し
ま
す
の

で
、
申
請
者
名
義
（
配
偶
者
が
い
る

場
合
は
配
偶
者
名
義
の
も
の
も
併
せ

て
）
の
通
帳
（
過
去
２
か
月
の
状
況

が
確
認
で
き
る
も
の
）、
有
価
証
券

等
を
す
べ
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
な

お
、
有
効
期
限
が
７
月
末
ま
で
の
認

定
証
を
お
持
ち
の
方
に
は
、
申
請
書

等
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
利
用
者
負
担

軽
減
制
度

　
社
会
福
祉
法
人
が
運
営
す
る
「
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」「
訪
問
介
護
」

「
通
所
介
護
」「
短
期
入
所
生
活
介
護
」

お
よ
び
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
」等
の
サ
ー
ビ
ス（
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
一
定

の
要
件
に
よ
り
利
用
者
負
担
軽
減
の

制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ

る
方
は
申
請
く
だ
さ
い
。※
た
だ
し
、

軽
減
を
行
っ
て
い
な
い
社
会
福
祉
法

人
も
あ
り
ま
す
。

対
象

次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
方

①
住
民
票
上
の
世
帯
全
員
が
市
民
税

非
課
税
（
※
世
帯
を
分
け
て
い
る
場

合
で
も
、
別
世
帯
の
配
偶
者
が
課
税

さ
れ
て
い
る
場
合
は
該
当
と
な
り

ま
せ
ん
）
／
②
令
和
４
年
中
の
収

入
（
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
等
の
非

課
税
年
金
お
よ
び
仕
送
り
も
含
み
ま

す
）が
次
の
金
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

１
５
０
万
円
＋
（
世
帯
員
の
人
数‒

１
）
×
50
万
円
／
③
預
貯
金
等
（
有

価
証
券
を
含
み
ま
す
）
の
額
が
次
の

金
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。
３
５
０
万

円
＋
（
世
帯
員
の
人
数‒

１
）
×

１
０
０
万
円
／
④
日
常
生
活
に
必
要

な
資
産
（
自
宅
等
）
以
外
に
活
用
で

き
る
資
産
が
な
い
こ
と
／
⑤
負
担
能

力
の
あ
る
親
族
等
に
扶
養
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
（
所
得
税
法
上
の
扶
養
と

な
っ
て
い
る
方
、
医
療
保
険
の
扶
養

と
な
っ
て
い
る
方
は
該
当
と
な
り
ま

せ
ん
）
／
⑥
介
護
保
険
料
を
滞
納
し

て
い
な
い
こ
と

申
請
方
法　
高
齢
介
護
課
ま
た
は
各

総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
へ
。

所
得
、
預
貯
金
等
の
状
況
を
申
告
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
世
帯
全
員
（
世

帯
を
分
け
て
い
る
配
偶
者
を
含
む
）

の
通
帳
（
過
去
１
年
間
の
状
況
が
確

認
で
き
る
も
の
）、
有
価
証
券
等
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。
な
お
、
有
効
期

限
が
７
月
末
ま
で
の
認
定
証
を
お
持

ち
の
方
に
は
、
申
請
書
等
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

問
高
齢
介
護
課　

  

☎
（21）
２
２
５
１

７
月
は
「
青
少
年
の
非
行
・
被
害

防
止
全
国
強
調
月
間
」

　
期
間
中
は
、
国
・
県
・
市
町
村
が

地
域
民
間
団
体
等
と
連
携
し
な
が
ら

非
行
・
被
害
防
止
活
動
を
展
開
し
て

い
ま
す
。
市
で
は
、
有
害
環
境
浄
化

活
動
と
し
て
店
舗
の
立
入
調
査
や
街

頭
補
導
等
を
実
施
し
ま
す
。　

青
少
年
は
地
域
社
会
で
育
ち
ま
す
。

地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
、
共
助
の

精
神
で
明
る
い
地
域
を
作
る
こ
と
が

大
切
で
す
。
青
少
年
の
問
題
行
動
は
、

大
人
に
も
責
任
が
あ
り
ま
す
。
み
ん

な
が
「
交
通
ル
ー
ル
を
守
る
」
な
ど

の
規
範
意
識
を
持
ち
、
子
ど
も
た
ち

に
社
会
人
と
し
て
の
手
本
を
示
す
こ

と
が
重
要
で
す
。
ま
た
、
青
少
年
を

健
や
か
に
育
む
に
は
、
家
族
が
果
た

す
役
割
が
大
き
く
、
親
は
常
に
子
を

導
く
よ
う
努
め
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

家
庭
の
日

県
は
、
家
族
の
き
ず
な
を
大
切

に
す
る
た
め
に
毎
月
第
３
日
曜
日
を

「
家
庭
の
日
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
市

や
県
有
施
設
に
お
い
て
子
ど
も
料
金

の
無
料
化
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
家
族
で
一
緒
の
時
間
を
過
ご

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

と
ち
ぎ
の
子
ど
も
育
成
憲
章

　
明
日
を
担
う
と
ち
ぎ
の
子
ど
も
た

ち
が
、
夢
や
希
望
を
持
ち
、
心
豊
か

で
た
く
ま
し
く
成
長
す
る
た
め
に

は
、
親
は
も
と
よ
り
周
囲
の
大
人
が

責
任
と
自
覚
を
持
っ
て
子
ど
も
の
成

長
に
関
わ
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
県
で
は
、
子
ど
も
を
健

全
に
育
て
て
い
く
指
針
と
し
て
「
と

ち
ぎ
の
子
ど
も
育
成
憲
章
」
を
制
定

し
て
い
ま
す
。（
詳
し
く
は
県
県
民

協
働
推
進
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
）

青
少
年
に
関
す
る
相
談

【
非
行
問
題
・
不
登
校
な
ど
】

直
接
ま
た
は
電
話
で
青
少
年
育
成
セ

ン
タ
ー
☎

（23）
６
５
６
６
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

【
い
じ
め
相
談
電
話
】

専
用
電
話
☎

（24）
０
６
６
７

共
通
事
項

相
談
日　
毎
週
月
〜
金
曜
日

時
間　
９
時
〜
17
時

※
時
間
外
は
留
守
番
電
話

問
生
涯
学
習
課　

  

☎
（21）
２
４
８
９

巴
波
川
一
斉
清
掃
の
実
施

　
巴
波
川
一
斉
清
掃
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
主
催:

栃
木
市
河
川

愛
護
会
、
自
治
会
連
合
会
、
地
域
ク

リ
ー
ン
推
進
員
連
合
会　

協
力
団

体:

栃
木
市
建
設
業
関
連
団
体
連
絡

協
議
会

日
時

７
月
１
日
（
土
）
７
時
〜
８
時

場
所

蟹
田
橋（
大
町
）〜
新
橋（
河
合
町
）

問
栃
木
市
河
川
愛
護
会
事
務
局（
道

路
河
川
維
持
課
内
）
☎

（21）
２
４
０
２

高
齢
者
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

お
知
ら
せ

市
で
は
、
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら

し
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
等
（
※
そ
の

他
要
件
あ
り
）
で
、
食
材
の
確
保
・
調

理
が
困
難
な
方
を
対
象
と
し
て
、
昼
食

を
お
届
け
し
、
あ
わ
せ
て
安
否
の
確
認

を
行
う「
高
齢
者
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
令
和
５
年
度
の

委
託
業
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。（
※

配
達
の
可
否
に
つ
い
て
は
事
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

委
託
期
間　
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で

問
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

☎
（21）
２
２
４
４

別表

利用者負担段階 預貯金等の基準

第１段階（生活保護受給者・非課税
世帯である老齢福祉年金受給者）

単身…1,000万円
夫婦…2,000万円

第２段階（年金収入等80万円以下） 単身…　650万円夫婦…1,650万円

第３段階①（年金収入等80万円超
120万円以下）

単身…　550万円
夫婦…1,550万円

第３段階②（年金収入等120万円超）単身…　500万円夫婦…1,500万円

令和５年度高齢者配食サービス事業者一覧
事業者名 栃木 大平 藤岡 都賀 西方 岩舟

有限会社 ききょう ○
社会福祉法人 スイートホーム ○ ○
まごころ弁当栃木中央店 ○ ○
株式会社トレンド
（配食のふれ愛栃木店） ○ ○ ○ ○ ○ ○
株式会社シニアライフクリエイト
（宅配クック１２３） ○ ○ ○ ○ ○
ワタミの宅食栃木営業所 ○ ○ ○ ○ ○
【新規業者】まごころ弁当鹿沼店 ○ ○ ○
【新規業者】栃木ソーシャルサービ
ス株式会社（ライフデリ栃木店） ○ ○ ○ ○ ○ ○

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）

食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低
所得のひとり親世帯に対し、特別給付金を支給するこ
とにより、その実情を踏まえた生活の支援をします。

支給対象者
（１）令和５年３月分の児童扶養手当受給者の方
（２）公的年金給付等により児童扶養手当を受給してい
ない方で、収入が児童扶養手当を受給している方と同
じ水準となっている方
（３）児童扶養手当を支給されていないひとり親世帯の
方のうち、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収
入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっ
ている方

給付額 児童一人当たり一律５０，０００円（１回限り）

支給・申請方法　支給対象者（１）の方は申請不要で、
５月26日に児童扶養手当支給口座に振り込みました。
支給対象者（２）、（３）に該当する方は、申請が必要
です。所得や養育状況に関する要件や申請方法等の詳
しい情報は、市ホームページをご確認ください。

申請期限　令和６年２月29日（木）まで

その他　子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世
帯以外の低所得の子育て世帯分）との重複受給はでき
ません。
問 子育て支援課 ☎（21）２２２２

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）

　食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低
所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給すること
により、その実情を踏まえた生活の支援をします。

支給対象者
令和５年３月 31日時点で 18歳未満の児童（特別

児童扶養手当を受給する障がい児の場合、20歳未満）
を養育する父母等のうち、主たる生計維持者（主に所
得が高い方）で、令和５年度の市民税が非課税または、
物価高騰の影響を受けて、令和５年１月１日以降の収
入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

給付額 児童一人当たり一律５０，０００円（１回限り）

支給・申請方法
　詳しい情報は、市ホームページをご確認ください。

申請期限　令和６年２月29日（木）まで
※ただし、新生児が出生したなどの理由で令和６年３
月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または
額の改定の認定の請求をした方は、令和６年３月 15
日（金）まで

その他　子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世
帯分）との重複受給はできません。

問 子育て支援課 ☎（21）２２２２
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